
 

◎ 日本沿岸域学会 役員選挙について（会告） 

 

  日本沿岸域学会会則及び同細則に則り、平成25年5月15日より5月28日までの間に、投票方式による

役員（理事及び監事）選挙を実施いたします。 

  なお、投票用紙は5月15日以降に、会員の皆様へお送りします。 

 


